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標準版複合地区会則 
第 1 条 
名称 

 
本組織の名称を、ライオンズクラブ国際協会

○○複合地区(以下、複合地区と称する)とする。 
 

第 2 条 
目的 

 
本複合地区内にライオンズクラブ国際協会の目

的を推進するための運営機構を設立する。 

第 3 条 
会員 

本組織の会員は、ライオンズクラブ国際協会か
らチャーターを受けた本複合地区内のすべてのライ
オンズクラブとする。 

本複合地区は、複合地区大会で可決されライオ
ンズクラブ国際協会の国際理事会の承認を得て決定
された境界線を持つ○○地区により構成される。 

第 4 条 
役員 

本複合地区の役員は、ガバナー協議会の構成員
となる。 

第 5 条 
ガバナー協議会 

1 項 構成。複合地区内のすべての地区ガバナーか
ら成るガバナー協議会を設けるものとし、その中に
は、協議会議長を務める元地区ガバナーを一人含
める。協議会議長を含む、協議会の各構成員は、
協議会の決断を必要とする各事柄に対して、1 票
の投票権を有する。協議会議長は 1 年任期を 1 期
のみ務めるものとし、この役職を再び務めること
は出来ない。(注: 地区ガバナー以外の会員をガバ
ナー協議会の構成員として加えることを、複合地区
会則及び付則で規定することが、国際会則及び付則
第 2 条 4 項で許されている) 

2 項 役員。ガバナー協議会の役員は、議長、副議
長、幹事及び会計、並びに協議会が必要と認めたそ
の他の者とする。すべての役員は、毎年協議会の選
挙によって選ばれる。 

3 項 権限。ライオンズクラブ国際協会の法人定款
及び国際会則及び付則の規定、国際理事会に与えら
れている権限、同理事会の方針及び決議と矛盾する
か、それに反しない限り、ガバナー協議会は下記を
する。 

(a)ガバナー協議会のすべての役員及び代理人、
並びに複合地区及び複合地区大会のすべて
の委員会を統轄管理する。 

(b)複合地区の所有物、業務、資金を管理する。 
(c) 複合地区大会のあらゆる面、並びに複合地

区のすべての会合を統轄管理する。 
(d) 国際理事会が定める方針及び手続のもとに

権限が与えられている場合は、複合地区内
の準地区、ライオンズクラブ、あるいはク
ラブの会員が申し立てる会則上の苦情を検
討し裁定する。ガバナー協議会が下したそ
のような裁定はすべて、国際理事会の再検
討及び決断を受ける。 

(e) 複合地区の予算に関するすべての事項、並
びに複合地区及び複合地区大会の委員会を
運営管理する。いかなる会計年度にも、予
算超過あるいは赤字を引き起こす債務を承
認してはならないし負ってはならない。 

第 6 条 
複合地区大会 

1 項 開催日時及び場所。本複合地区の年次大会は、
毎年国際大会前に、前年度の大会で決められた場所
において、協議会が定める日時に開催される。 

2項 クラブ代議員数算出方式。ライオンズクラブ
国際協会及び地区並びに本複合地区においてグッド
スタンディングである各正クラブは、大会開催前月
1 日付国際本部の記録に基づき少なくとも 1 年と 1
日クラブに在籍している会員 10 名ごと及びその過
半数について、代議員 1 名及び補欠 1 名を本複合地
区の各大会に出席させる権利を有する。本項で言う
過半数とは、5 名以上のことである。資格を証明さ
れ自ら出席している代議員は、大会で選ばれる各役
員につき 1 票を、また大会に提出された各議題につ
いて 1 票を、投ずる権利を持つ。外に別の規定がな
い限り、いかなる議題についても、投票した代議員
の過半数の賛成投票が大会の決議となる。クラブは、
大会議事規則によって定められた代議員資格証明締
切り時までに滞納金を支払って、グッドスタンディ
ングとなることができる。 

3 項 定足数。準地区大会及び複合地区大会のいか
なる行事においても、代議員の過半数の出席をもっ
て定足数が満たされたものとする。 

第 7 条 
改正 

1 項 改正の手順。複合地区大会において、その地
区大会の会則及び付則委員会が改正案を提案し、投
票者の三分の二の賛成投票があった場合にのみ、本
会則は改正される。 

2 項 通知。年次大会開会日の 30 日前までに改正

案が文書で各クラブに送付され、それが投票に付さ

れる旨通知されなければ、改正案は提出されず、投

票も行われない。 

3 項 有効日。改正案に特に条件が付いていない限
り、改正は、それが採択された大会の閉会時から有
効となる。 



付則 

第 1 条 
複合地区大会 

1 項 大会開催地の選択｡ガバナー協議会の議長は､

年次大会招致を希望する所から文書による招致希望

を受け付ける。この文書には、ガバナー協議会が指

定する情報が含まれており、その大会開催地が票決

される大会開会日の 30 日前までに、この文書が協

議会議長に届けられていなければならない。入札に

関する調査、その入札を大会で提出する手順、さら

に、入札を受け入れ難い時あるいは入札がない時に

大会でとるべき手段については、ガバナー協議会が

決定する。 

2 項 開催地変更。ガバナー協議会は、正当な理由

があれば複合地区大会で決まった大会開催地をいつ

でも変更する絶対的権限を持ち、ガバナー協議会、

複合地区、あるいは準地区は、クラブ又は準地区に

対して、その変更に関するいかなる責任も問われな

い。 

3 項 役員。ガバナー協議会の構成員は、複合地区

大会の役員となる。 

4 項 大会の議事次第。複合地区ガバナー協議会は、

複合地区大会の議事次第を定める。この議事次第に

従って、すべての行事が進められる。 

5 項 議事規則及び手順。本会則及び付則で別に定

められているか、会合のために採用された議事規則

で定められている場合を除いて、いかなる大会、い

かなるガバナー協議会の会議、いかなる複合地区委

員会の会合でも、会議進行に関する疑問は、最新版

ロバート議事規則に従って処理される。 

6 項 整備委員会。大会整備委員会及び必要な場合

その助手は、ガバナー協議会によって任命される。 

7 項 公式の報告書。複合地区大会閉会後 60 日以

内に、ガバナー協議会或いはその指示により協議会

幹事は、大会の公式の報告書をライオンズクラブ国

際協会及び複合地区内各クラブに送付しなければな

らない。 

8 項 準地区大会。複合地区大会に参加し登録した

準地区の代議員の会合を、その準地区の年次大会と

みなすことができる。 

第 2 条 
会議 

1 項 協議会会議。ガバナー協議会は、地区ガバナ

ーが正式に就任してから 60 日以内に定例会議を開

き、その他必要と認める時に会議を開く。協議会の

議長あるいは議長の指示により幹事は、ガバナー協

議会の各会議ごとに、議長が定める日時及び場所を

明記して文書にて会議開催の通知をする。協議会議

長が日時を定める第 1 回目会議以外の会議日時は、

ガバナー協議会が定める。 

2 項 定足数。ガバナー協議会のいかなる会合にお

いても、構成員の過半数の出席をもって定足数が満

たされたものとする。 

第 3 条 
複合地区協議会及び委員会の任務 

1 項  複合地区協議会。複合地区協議会は、 

(a) 複合地区大会運営に関連するすべての契約を結
び、経費の支払いを承認する。 

(b) 複合地区資金の貯蓄機関を指定する。 
(c) 協議会幹事兼会計のために保証金の額を定め、

その保証金を出す保証会社を承認する。 
(d) 年に 2 回、或いは更に頻繁に幹事兼会計から財

務報告書を受け取り、会計年度末には幹事兼会
計帳簿の監査の手配をする。 

2 項 複合地区協議会議長。 

複合地区協議会議長は複合地区のコーディネーター
であり、ガバナー協議会を代表し、その委任を受け
て業務を果たす。具体的な責任は次の通りである。 

(a) 本協会の目的を推進する。 
(b) 国際及び複合地区のプログラム、目標、長期計

画のために、指導力を発揮し、指針を示し、先
導者となる。 

(c) 準地区間の調和と団結の精神を育み、問題解決
において地区ガバナーに助力する。 

(d) 複合地区大会及びすべてのガバナー協議会々議
で議長を務める。 

(e) 複合地区会則及び付則で定められる通りに、必
要な報告書を提出し行政任務を果たす。 

(f) 複合地区ガバナー協議会から割当てられる他の
行政任務を果たす。 

(g) 任期終了時には、複合地区の会計簿、資金、記
録をタイミング良く後継者に引き渡すよう計る。 

3 項 複合地区協議会幹事兼会計。ガバナー協議会
の指導監督のもとに協議会幹事兼会計は、 

(a) ガバナー協議会のすべての会議の正確な記録を
作成し、各会議終了後 10 日以内にそれをガバ
ナー協議会構成員全員及び国際本部に送付する。 

(b) 複合地区の業務を遂行するガバナー協議会に助
力し、会則及び付則で暗黙または明確に定めら
れる任務あるいはガバナー協議会から随時課せ
られる任務を遂行する。 

(c) 本会則に従って準地区幹事兼会計が納入するす
べての会費を受領して領収書を発行し、ガバナ
ー協議会が定める銀行にそれを預金すると共に、
ガバナー協議会の指導監督の下に、幹事兼会計
が署名し協議会議長または正式に指定されてい
る協議会構成員が副署した小切手で支払をする。 

(d) 会計に関する帳簿及び記録を保管し、ガバナー
協議会及び複合地区の全会議の議事録を作成す



る。さらに、正当な目的のためであれば妥当な
日時に、いかなるガバナー協議会構成員または
複合地区内のクラブ(あるいはそのいずれかの
正当な代理人)にも、これらの記録の検査を許
す。 

(e) 任務遂行に対して、ガバナー協議会が要求する
かもしれない種類及び金額の保証を提出する。 

(f) 協議会幹事と協議会会計の職が個別に設けられ
ている場合には、その役職の本質に従って、こ
こで定められている任務がそれぞれの役員に割
り当てられるものとする。 

4 項 複合地区プロトコール委員長。ガバナー協議会
は毎年、複合地区のプロトコール委員長を任命する。
ガバナー協議会の指導監督のもとにプロトコール委
員長は、 

(a) 訪問している高位役員が出席するすべての行事
で、協会の公式プロトコールに従った座席表を
用意し、口頭での紹介もこれに従って行われる
よう配慮する。どの行事についても、服装の規
定が明確であることを確認する。 

(b)空港(その他の到着地)への出迎えの手配をする。
ホテルなど宿舎への交通の便を手配し、事前に
ホテルの部屋を点検してすべてが整っているか
を確かめ、(花、果物など)歓迎の印を用意する。 

(c) 予定されている各行事に、誰かが付き添って行
く手配をする。 

(d) 訪問客のスケジュールが許す限り、地元政府 
(場所によって可能な場合には、地方政府又は
国の政府) の役人への表敬訪問を手配する。 

(e) テレビ、ラジオ、新聞など、マスコミに報道し
てもらえるよう、必要に応じた手配をする。 

(f) ホテルからのチェックアウトの手配や、空港 
(その他の出発地) への交通の便を手配する。 

第 4 条 
複合地区の委員会 

1 項 資格証明委員会。複合地区大会の資格証明委

員会は、現役の各地区ガバナー、各副地区ガバナー、

並びに各キャビネット幹事兼会計で構成される。協

議会議長がこの委員会の委員長となる。資格証明委

員会は、改訂版ロバート議事規則で定められている

権限を持ちその任務を遂行する。 

2 項 複合地区大会委員会。ガバナー協議会は、次

のような複合地区大会委員会を任命し、委員長を指

名し、欠員を補充する。決議委員会、指名委員会、

選挙委員会、会則及び付則委員会、規則委員会、国

際大会委員会。各準地区からは、少なくとも一人の

会員を各委員会に入れる。これらの委員会は、ガバ

ナー協議会が定める任務を遂行する。 

3 項 協議会の他の委員会。ガバナー協議会は、複

合地区を効率よく運営するために必要及び適切とみ

なされる他の委員会及び役職を設置し任命すること

ができる。 

第 5 条 
複合地区の運営資金 

1 項 複合地区の収入。複合地区の運営費用の支払

いに充てるため、複合地区内の各クラブの会員は、

年間○○円の複合地区運営費を納入するものとし、

各クラブがこれを集め、次の方法で半期ごとに前納

する。7 月 1 日から 12 月 31 日までの半期分一人

○○円を毎年 9 月 10 日に、1 月 1 日から 6 月 30 日

までの半期分一人○○円を毎年 3 月 10 日に支払う。

請求はそれぞれ 7 月 1 日及び 1 月 1 日現在のクラブ

会員数に基づいて行われる。この運営費は、複合地

区内の各クラブが協議会幹事兼会計に支払う。但し、

新しく結成されたクラブ及び再編成されたクラブは、

結成翌月または再編成翌月の第 1 日から月割り計算

した額を集め、支払う。この納入金は、複合地区の

運営経費のためだけに、ガバナー協議会の承認があ

った場合にのみ使用されるものとし、支払いは、協

議会幹事兼会計が署名し、協議会議長が連署した小

切手をもって行われる。 

第 6 条 
複合地区大会資金 

1 項 大会費。複合地区大会の登録料の代わりに､

又はその追加分として年額○○円の複合地区大会費

が、複合地区内各クラブの会員から徴収できる。新

しく結成されたクラブ及び再編成されたクラブを除

き、各クラブはこれを次の方法で半期ごとに前納す

る。7 月 1 日から 12 月 31 日までの半期分一人○○

円を毎年 9 月 10 日に、1 月 1 日から 6 月 30 日まで

の半期分一人○○円を毎年 3 月 10 日に支払う。請

求はそれぞれ 9 月 1 日及び 3 月 1 日現在のクラブ会

員数に基づいて行われる。この大会費は各準地区ご

とにそれぞれのキャビネット幹事兼会計が各クラブ

に請求し、徴収する。キャビネット幹事兼会計は、

徴収した資金を準地区キャビネットが定めた銀行又

はその他の貯蓄機関に、他の資金と切り放して預金

し、協議会議長の要請があれば協議会幹事兼会計に

送金する。こうして徴収された資金は、複合地区大

会用のみに使用され、協議会幹事兼会計が署名し、

協議会議長又は正式に指名されている協議会構成員

が連署した小切手をもって支出される。 

会計年度中に新しく結成されたクラブ又は再編成さ

れたクラブは、その会計年度の大会費を、結成翌月

又は再編成翌月の第 1 日から月割り計算して集め、

支払う。 

2 項 残った資金。その年度の大会経費をすべて支

払った後に残った資金は、いかなる会計年度におい

ても、大会基金にそのまま残され、次の会計年度の

収入として扱われてその年の大会経費支払いに使わ

れる。 



3 項 代金徴収。大会の際の食事、余興などの実費

を支払うため、協議会が定めた方法により、各代議

員、補欠、その他の大会参加者から代金を徴収する

ことができる。 

4 項 監査。ガバナー協議会は年に 1 回又は更に頻

繁に､複合地区大会基金の会計監査を手配し、その

基金につき、複合地区年次大会で年次財務報告を行

う。 

第 7 条 
指名及び推薦 

国際理事及び第二副会長候補者 

1 項 推薦手順｡国際会則及び付則の規定に従って､

複合地区大会において国際理事又は第二副会長候補

者として推薦を受けようとする複合地区内のライオ

ンズクラブ会員は、下記をする。 

(a) 推薦が票決される大会 (準又は複合) の

○○日前までに、推薦を求める旨の文書を、

複合地区協議会幹事兼会計あてに郵送又は

持参する。 

(b) 候補者の資格に関して国際会則及び付則で

定められている条件を満たしている証拠を、

この文書に添えて提出する。 

2 項 指名。協議会議長及び協議会幹事兼会計は各

立候補者の届け出を、直ちにそれぞれの大会の指名

委員会に送る。同委員会はこれを考察し、必要に応

じて資格に関する追加の証拠を候補者から入手し、

国際会則及び付則の条件を満たしている者を、それ

ぞれの大会で候補者として指名する。 

3 項 推薦演説。各候補者のためには、3 分以内の

推薦演説が許される。 

4 項 投票。推薦に関する投票は、投票用紙を用い

て、無記名で行う。但し、候補者が一人だけ指名さ

れた場合は、発声投票を行うことができる。過半数

の票を得た者が、複合地区大会で推薦された (選ば

れた) 候補者としてみなされる。同点得票者が出た

場合、あるいはどの候補者も過半数の票を得なかっ

た場合には、最多数の票を得た二人の候補者だけに

対して投票を行い、その一人が過半数の票を獲得す

るまで、選挙を繰り返す。 

5 項 複合地区大会で推薦を求める候補者はい

かなる者も、まず候補者の所属準地区の推薦を確

保しなければならない。 

6 項 推薦証明。複合地区大会の推薦証明は、国際

会則及び付則の規定に従って、指定された複合地区

の役員が、国際本部あてに文書にて送る。 

7 項 有効性。本複合地区内ライオンズクラブのい

かなる候補者の推薦も、本第 7 条の規定に沿ってい

ない限り、無効となる。 

第 8 条 
その他 

1 項 報酬。協議会幹事兼会計を除き、いかなる役

員も、役員として行う本複合地区への奉仕に対して、

報酬を受けてはならない。協議会幹事兼会計に報酬

を与える場合には、ガバナー協議会が定める。 

2 項 会計年度。本複合地区の会計年度は、7 月 1

日から 6 月 30 日までとする。 

3 項 論争処理。複合地区内のクラブは、国際理事

会が随時採用する規定又は条件あるいは手順に従っ

て、すべての苦情、論争、または主張を、追求する。 

第 9 条 
改正 

1 項 改正手順。本付則は､複合地区大会において､

大会の会則及び付則委員会が改正案を提案し、投票

者の過半数の賛成投票があった場合にのみ、改正さ

れる。 

2 項 通知。年次大会開会日の 30 日前までに改正

案が文書で各クラブに送付され、それが投票に付さ

れる旨通知されなければ、改正案は提出されず、投

票も行われない。 

3 項 有効日。改正案に特に条件が付いていない限

り、改正は、それが採択された大会の閉会時から有

効となる。 

第 10 条 
有効時 

本会則及び付則は、投票者の過半数の賛成投票でこ

れが採択された複合地区大会閉会時に有効となる。 

(本標準版複合地区会則及び付則は、それが改
正された場合に国際会則及び付則、並びにライオン
ズクラブ国際協会の方針に反するものでない限り、
複合地区を統治する。標準版地区会則及び付則は、
それが改正された場合に複合地区会則及び付則、国
際会則及び付則、並びにライオンズクラブ国際協会
の方針に反するものでない限り、複合地区を構成す

る準地区を統治する。複合地区は、複合地区会則及
び付則に標準版地区会則及び付則の規定(改正可能)
を織り込んで、一つにまとめることができる。地区
会則及び付則で定められている規定と複合地区会則
及び付則で定められている規定に相反する事項また
は矛盾する事項がある時にはいかなる場合にも、複
合地区会則及び付則が適用される) 

 


